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入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

水 産 資 源 研 究 所  管 理 部 門 長  廣 瀨  太 郎  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 0 7  ◎ 所 在 地 番 号  1 4  

1    調 達 内 容  

( 1 )    品 目 分 類 番 号  2 4  

( 2 )    購 入 等 件 名 及 び 数 量  次 世 代 シ ー ケ ン ス 解

析 シ ス テ ム  一 式  

( 3 )   調 達 案 件 の 仕 様 等  仕 様 書 に よ る 。  

( 4 )    納 入 期 限  令 和 ８ 年 ８ 月 3 1 日  

( 5 )    納 入 場 所  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 水 産 資 源 研 究 所  

( 6 )    入 札 方 法  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書

に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 パ ー セ ン

ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に

１ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り

捨 て る も の と す る ｡ ）を も っ て 落 札 価 格 と す る
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の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係

る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を

問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の

1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。 

2    競 争 参 加 資 格  

( 1 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約

事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 付 け 1 3 水

研 第 6 5 号 ）第 1 2 条 第 １ 項 及 び 第 1 3 条 の 規 定

に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2 )    令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産

研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の 「 物 品 の 販 売 契 約 」 の 業 種 「 精 密 機 器

類 」 又 は 「 そ の 他 機 器 類 」 で 、「 Ａ 」 、「 Ｂ 」 、

「 Ｃ 」 又 は 「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ

れ て い る 者 で あ る こ と 。  

( 3 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事

長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停

止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い
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る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停

止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る

期 間 中 で な い こ と 。   

( 4 )   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7 号 ） 第 3 2 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

3    入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( 1 )    入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、

入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

  〒 2 3 6 - 8 6 4 8  神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２

－ 1 2 － ４  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育

機 構 水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 管 理 課  上 崎  

和 也  電 話 0 4 5 - 7 8 8 - 7 6 2 4  F A X  0 4 5 - 7 8 8 - 5 0 0 1  

( 2 )    入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  競 争 参 加 希 望 者 は 、

以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、 入 札

心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

①  直 接 交 付  

   上 記 3 ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  

②  宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  
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任 意 書 式 に 「 次 世 代 シ ー ケ ン ス 解 析 シ ス

テ ム 入 札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」と 記 入 し 、

社 名 、 担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の

う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。 

③  メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 次 世 代 シ ー ケ ン ス 解 析 シ ス

テ ム 入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」と 記 入 し 、

社 名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番

号 を 記 載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信

す る こ と 。    

( 3 )  応 札 仕 様 書 等 の 提 出 期 限 及 び 場 所  本 公 告

に 示 し た 物 品 を 納 入 で き る こ と を 証 明 す る 書 類

を 令 和 ８ 年 ５ 月 1 2 日 1 7 時 ま で に 、 上 記 3 ( 1 ) あ

て へ 提 出 す る こ と 。  

( 4 )  入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 方 法  仕 様 書 等 に 関

し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、令 和 ８ 年 ４ 月 2 1 日 ま で

に 上 記 3 ( 1 ) あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は Ｆ Ａ Ｘ に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当

日 ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書

受 領 者 全 員 に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー
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ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に

代 え る 。 な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場

合 に も 随 時 受 け 付 け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

( 5 )   入 札 書 の 受 領 期 限  令 和 ８ 年 ５ 月 1 2 日 1 7

時 （ た だ し 、 郵 便 に よ る 入 札 の 場 合 は 、 書 留 郵

便 に よ る こ と と し 、 必 着 の こ と ｡ ）  

( 6 )  開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 ８ 年 ５ 月 1 4 日 1 1

時  神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － 1 2 － ４  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 水 産 資 源

研 究 所  ビ デ オ ラ イ ブ ラ リ ー 室  

4    そ の 他  

( 1 )    契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

( 2 )    入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

( 3 )    入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 、 競 争 参 加 資 格 確

認 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の 提 出 し た 入 札

書 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ

た 者 の 提 出 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

( 4 )    契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  
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( 5 )    落 札 者 の 決 定 方 法  本 公 告 に 示 し た 物 品 を

納 入 で き る と 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 長 が 判 断 し た

入 札 者 で あ っ て 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で

最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入 札 者

を 落 札 者 と す る 。  

( 6 )    手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 7 )    競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法

人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通

知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

( 8 )   詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

5    契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  「 独 立 行 政 法 人 の 事

務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 （ 平 成 2 2 年 1 2

月 ７ 日 閣 議 決 定 ） に 基 づ き 実 施 す る 。 詳 細 は 入

札 説 明 書 に よ る 。  

6   公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の

提 出 に つ い て  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

7    S u m m a r y  

( 1 )    O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  t h e  
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p r o c u r i n g  e n t i t y :  H I R O S E  T a r o ,  D i r e c t o r ,  

M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t ,  F i s h e r i e s  R e -

s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 2 )    C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e   

p r o c u r e d :  2 4  

( 3 )    N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  

p u r c h a s e d :  N e x t - g e n e r a t i o n  g e n o m i c  s e -

q u e n c e  a n a l y z i n g  s y s t e m  １ S e t  

( 4 )    D e l i v e r y  p e r i o d :  3 1  A u g u s t  2 0 2 6  

( 5 )    D e l i v e r y  p l a c e :  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  

I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  

E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 6 )    Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i g i b l e  

f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  t e n d e r  

a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  n o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  1 2 - 1  a n d  1 3  o f  

t h e  r e g u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r a c t  f o r  

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  
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A g e n c y ,  

②  h a v e  G r a d e  A ,  B ,  C  o r  D  “ S a l e s ” i n  

t e r m s  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i -

p a t i n g  i n  t e n d e r s  b y  J a p a n  F i s h e r i e s  

R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  o r  S i n g l e  

q u a l i f i c a t i o n  f o r  e v e r y  m i n i s t r y  a n d  

a g e n c y  i n  t h e  f i s c a l  y e a r s  2 0 2 5 ,  2 0 2 6  a n d  

2 0 2 7 .   

( 7 )    T i m e  l i m i t  f o r  t e n d e r :  1 7 : 0 0 ,  1 2  M a y  2 0 2 6  

( 8 )    C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  U E S A K I  

K a z u y a ,  A d m i n i s t r a t i o n  S e c t i o n ,  M a n a g e -

m e n t  D e p a r t m e n t ,  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  

I n s t i t u t e  ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  

E d u c a t i o n  A g e n c y ,  ２ - 1 2 - ４ ， F u k u u r a ,  

K a n a z a w a - k u ,  Y o k o h a m a  c i t y ,  K a n a g a w a ,  

2 3 6 - 8 6 4 8  J a p a n .  T E L  0 4 5 - 7 8 8 - 7 6 2 4  
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国立研究開発法人水産研究・教育機構 

水産資源研究所 



第１章  総 則 

 

 

１．目的及び用途 

  この仕様書は、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所が調達する、次世

代シーケンス解析システム（以下、「本装置」という。）について規定する。 
本装置は、資源評価対象種について、ゲノム情報を用いた系群構造の解明や、生理学

的指標を用いた成熟・栄養状態の評価など、資源評価手法の高度化・効率化に資する技

術開発において、ゲノム情報をはじめとする生命情報を取得することを目的とする。 

 

２．調達数量 

  一式 

 

３．納入場所 

  神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４ 

  国立研究開発法人水産研究・教育機構 横浜庁舎 

 

４．検査 
  本装置は、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所横浜庁舎の検査職員に

よる検査を受け合格しなければならない。 
 

５．その他 

（１）本装置の搬送・搬入及び操作説明等に必要な経費は、受注者側で負担すること。 

（２）受注者は、令和８年８月３１日までに納入を完了すること。 

（３）受注者は、本装置納入時に操作に従事する職員に対し十分な取扱説明を行うこと。 

（４）受注者は、本装置構成機器の取扱説明書を和文及び英文各１部準備し、納入時に提出

すること。 
（５）納入後１年間は、性能不良等による修理調整が必要となった場合、無償で迅速に対応

すること。 

（６）受注者は、本装置に関する技術的相談・支援、及び故障発生時等における修理・点検

に速やかに対応できる保守体制を日本国内において整備していること。 



第２章  構 成 

 

１．本装置の概要 
  本装置は、次世代シーケンス解析システム、次世代シーケンス用ライブラリー作成装

置及び自動核酸抽出装置により構成される。 

資源評価対象種のゲノム情報をはじめとする生命情報を取得するための装置であ

る。 

 

２．本装置の構成および数量 

 

1．次世代シーケンス解析システム 

1-1. 次世代シーケンサー                     1台 

1-2．次世代シーケンサー用無停電電源装置                 1台 

1-3．次世代シーケンス用ライブラリー作成装置                    1台 

1-4．自動核酸抽出装置                                 1台 



第３章  本装置の仕様 

1．次世代シーケンス解析システム 

1-1.次世代シーケンサー 

1-1-1. 塩基配列の読み取り方式として、Sequencing by Synthesis（SBS）法を採用してい

ること。 

1-1-2. 1 回のランあたり 5,000 億塩基以上のデータを出力する機能を有すること。 

1-1-3. 1 回のランあたり 100 億塩基以下のデータを出力する機能を有し、出力設定が可能

であること。 

1-1-4. 塩基の読み取り方法として、同一 DNA 断片の片側読取（シングルエンド解析）及び

両側読取（ペアエンド解析）を選択できる機能を有すること。 

1-1-5. 片側読取の場合、1 回のランあたり 15 億リード以上のデータを出力する機能を有す

ること。 

1-1-6.  読み取りの片側塩基長は 260 塩基の解析が可能であり、アプリケーションに応じ

て複数の設定から選択できる機能を有すること。 

1-1-7. 両側読取の場合、クオリティスコア Q30 以上の塩基が 80%以上であること。 

1-1-8. 48 時間以内に解析を終了する機能を有すること。 

1-1-9. シーケンス前処理工程において、DNA 増幅を行う機能を内蔵していること。 

1-1-10. シーケンスラン試薬は、試薬・流路・廃液が一体化したカートリッジ式であること。 

1-1-11. システム本体に、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）によるバ

イオインフォマティクス二次解析パイプラインが組み込まれていること。 

1-1-12. シーケンサー本体内に主記憶容量 250GB 以上及び物理容量 3TB 以上の SSD を搭載

し、Linux CentOS 7.6 相当以上の機能を有すると判断されるオペレーティングシス

テムで稼働する解析用コンピュータが内蔵されていること。 

1-1-13. 外形寸法は、幅 600 ㎜以下、奥行 700 ㎜以下、高さ 650 ㎜以下、重量 150kg 以下で

あり、ベンチトップ型であること。 

1-1-14. 100V 電源で使用可能であること。 

 

1-2．次世代シーケンサー用無停電電源装置 

1-2-1. 無停電電源装置の定格出力容量は 1,500VA／980W、定格出力電圧は 100V であるこ

と。 

1-2-2. 入力定格電圧は 100V とし、入力プラグ形状は納入する次世代シーケンサーに適合

する仕様であること。 

1-2-3. 内部バッテリーの交換が可能であること。 

1-2-4. 本体外形寸法は幅 200 ㎜以下、奥行 500 ㎜以下、高さ 250mm 以下であること。 

 

1-3．次世代シーケンス用ライブラリー作成装置  

1-3-1. 分注チャンネル数は 96チャンネルであること。 

1-3-2. 全チャンネル一括分注に加え、列、ブロック及びシングルチップでの分注が可能で

あること。 

1-3-3. 分注機は 9つ以上のプレートデッキを備えていること。 

1-3-4. 分注機はグリッパーを有すること。 

1-3-5. 分注機のグリッパーを用いて、プレート上の蓋の着脱及びプレートの積み重ねが可

能であること。 



1-3-6. システムはスタッカーを有し、外部装置との接続が可能なロボット部を備えている

こと。 

1-3-7. システムはプレートホテル部を有し、スタッカー装置のロボット部によるランダム

アクセスが可能であること。 

1-3-8. スタッカー装置のロボット部により、プレートの蓋を着脱する機能を有すること。 

1-3-9. スタッカーは、ANSI 規格マイクロプレート、蓋付きプレート、チップボックス及び

チューブラックをハンドリング可能であること。 

1-3-10. ワークステーションを構成するすべての機器は、同一のコンピュータ上の同一の

ソフトウェアから制御でき、ライブラリー調整プログラムを 1 個有すること。 

1-3-11. システムはシーラー装置を有し、シール方式はサーマルシール方式であること。 

1-3-12. システムはサーマルサイクラーを有していること。 

1-3-13. 100V 電源で使用可能であること。 

1-3-14. 溶液量 15μL～100μL、5～20μL に対応した磁気ビーズに対応し 96wellPCR プレ

ート用磁性ブロックを有すること。 

 

1-4．自動核酸抽出装置 

1-4-1. 約 3 時間で 96 サンプルから DNA 抽出を完了できる性能を有すること。 

1-4-2. UV ランプ等により、装置内に残留した核酸の分解および微生物を殺菌・不活化する

機能を有すること。 

1-4-3. TNES・8M 尿素溶液に保存された魚類筋肉サンプルから DNA を抽出可能な試薬キット

が使用できること。 

1-4-4. 使用する試薬キットはカートリッジ型であること。 

1-4-5. LED インジケーター付き統合監視システムにより、装填不良などの不具合を検出し

た場合には、自動的に動作を停止すること。 

1-4-6. 100V 電源で使用可能であること。 

1-4-7. 48 サンプル用ワークトレイ（フロント用及びバック用）を各 1 つずつ付属するこ

と。 


